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提 出 議 案 説 明 書 

 

第３６４回矢板市議会定例会に提出いたしました議案について、提案の理由を 

御説明申し上げます。 

今回の定例会に提出いたしました議案は、市長の専決処分事項承認１件、補正予

算６件、決算の認定８件、条例の制定２件、条例の一部改正８件、人事案件３件及

びその他１件の計２９件であります。 

 

議案第１号 市長の専決処分事項承認については、専決第１０号 令和２年度矢

板市一般会計補正予算（第５号）であります。 

国の第２次補正予算による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

財源とする諸事業の経費で、歳入歳出にそれぞれ４億１２０万円を追加計上し、予

算総額を１７５億４，１７０万円に補正したものであります。 

まず、歳出についてご説明申し上げますと、総務費の企画調整費、民生費の社会

福祉総務費、高齢者在宅生活支援サービス総合推進事業、高齢者啓発推進事業、児

童福祉対策事業、児童措置費及び保育施設費、衛生費の保健総務費及び予防費、農

林水産業費の農業振興事業、商工費の商業振興費及び観光費、消防費の防災活動推

進事業、教育費の小・中学校一般管理費、小・中学校施設大規模改修事業、図書館

費及び郷土資料館費に係る経費を追加計上いたしました。 

これらに係る財源につきましては、国庫支出金及び繰入金を追加計上し、使用料

及び手数料を減額いたしました。 

緊急執行を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったので、

法の定めるところにより専決処分をいたしました。 
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             参 考  地方自治法（抜すい） 

   （専決処分） 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の 

場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長にお 

いて議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間 

的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき 

事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件 

を処分することができる。以下省略 

２ 省略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお 

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

  ４ 省略 

 

 

議案第２号 令和２年度矢板市一般会計補正予算（第６号）については、歳入歳

出にそれぞれ２億８，６００万円を追加計上し、予算総額を１７８億２，７７０万

円に補正しようとするものであります。 

以下、その概要につきまして、歳出からご説明申し上げます。 

議会費におきましては、議会費に係る経費を減額いたしました。 

総務費におきましては、人事給与管理費、庁舎管理整備費、企画調整費等に係る

経費を追加計上し、矢板市長選挙費に係る経費を減額いたしました。 

民生費におきましては、温泉センター施設事業、国民健康保険特別会計繰出金、

後期高齢者医療費等に係る経費を追加計上し、介護保険特別会計繰出金に係る経費

を減額いたしました。 

衛生費におきましては、環境衛生費に係る経費を追加計上いたしました。 

農林水産業費におきましては、農業振興事業、市単独農道整備事業、林業振興事

業等に係る経費を追加計上いたしました。 

商工費におきましては、観光費及び消費者行政対策費に係る経費を追加計上し、
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商業振興費を減額いたしました。 

土木費におきましては、市道維持管理費、市道舗装修繕費、認定外道路整備事業

等に係る経費を追加計上いたしました。 

消防費におきましては、防災活動推進事業及び放射線量低減対策事業に係る経費

を追加計上いたしました。 

教育費におきましては、小・中学校一般管理費、小・中学校保健安全給食事業、

適応指導教室管理事業等に係る経費を追加計上し、中学校教育振興費及び保健体育

総務費に係る経費を減額いたしました。 

また、職員給与費等につきましても、４月の人事異動による過不足の調整を行い

ました。 

以上が歳出補正予算の概要でありますが、これらに係る財源につきましては、地

方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰越金、諸収

入及び市債を追加計上し、繰入金を減額いたしました。 

あわせまして、地方債につきましても、所要の補正をしようとするものでありま

す。 

 

議案第３号 令和２年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第１号）については、

歳入歳出にそれぞれ１億２，３９４万６千円を追加計上し、予算総額を３２億 

６，４０４万６千円に補正しようとするものであります。 

歳入には、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰越金を追加計上し、介

護保険料及び繰入金を減額いたしまして、歳出には、総務費、地域支援事業費及び

基金積立金を追加計上いたしました。 

 

議案第４号 令和２年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい
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ては、歳入歳出にそれぞれ８４４万３千円を追加計上し、予算総額を３８億 

５８４万３千円に補正しようとするものであります。 

歳入には、国庫支出金、繰入金及び繰越金を追加計上いたしまして、歳出には、

総務費及び保健事業費を追加計上いたしました。 

 

議案第５号 令和２年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いては、歳入歳出にそれぞれ８４２万４千円を追加計上し、予算総額を４億 

３８２万４千円に補正しようとするものであります。 

歳入には、繰入金及び繰越金を追加計上いたしまして、歳出には、後期高齢者医

療広域連合納付金及び後期高齢者健診事業費を追加計上いたしました。 

 

議案第６号 令和２年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号）については、収

益的収入及び支出における支出において、営業費用を４３０万円増額し、水道事業

費用総額を６億９，８３０万円に、資本的収入及び支出における支出において、建

設改良費を４００万円減額し、資本的支出総額を５億２，８００万円に補正しよう

とするものであります。 

 

議案第７号 令和２年度矢板市下水道事業会計補正予算（第１号）については、

収益的収入及び支出における支出において、営業費用を２２０万円減額し、下水道

事業費用総額を７億８，８００万円に、資本的収入及び支出における支出において、

建設改良費を２９０万円減額し、資本的支出総額を５億２，１１０万円に、特例的

収入及び支出における未収金を３０８万２千円減額し、１，４３１万８千円に、未

払金を１２８万２千円減額し、４，８０１万４千円に補正しようとするものであり

ます。 
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議案第８号から議案第１５号までの８議案については、令和元年度の一般会計及

び各特別会計の歳入歳出決算並びに水道事業会計の決算の認定についてであり、法

の定めるところにより、監査委員の意見を付けて、それぞれ議会の認定に付するも

のであります。 

 

 

              参 考  地方自治法（抜すい） 

    （決算） 

   第２３３条 第１項及び第２項省略 

   ３ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を 

    監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さな 

ければならない。 

   ４ 省略 

   ５ 普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに 

    当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書 

類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 

    以下省略 

 

参 考  地方公営企業法（抜すい） 

    （決算） 

   第３０条 第１項から第３項まで省略 

   ４ 地方公共団体の長は、第２項の規定により監査委員の審査に付した決算を、 

    監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後３月を経過した後にお 

いて最初に招集される定例会である議会の認定（カッコ内省略）に付さなけれ 

ばならない。 

    以下省略 

 

 

議案第１６号 矢板市子ども未来館設置及び管理条例の制定については、総合的

な子育て支援や地域との連携、交流を図る場として、また、児童福祉法第４０条に

規定する児童館として矢板市子ども未来館を設置するため、新たに条例を制定する
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ものであります。 

 

議案第１７号 使用料改定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

は、使用料の適切な受益者負担を実現するための見直し及び矢板市農業者トレーニ

ングセンターの名称変更に伴う管理規定の整理等に伴い、所要の整備を行うため、

新たに条例を制定するものであります。 

 

議案第１８号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

については、個人番号利用の事務の一部が廃止となったことに伴い、所要の整備を

行うため、条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第１９号 矢板市市税条例の一部改正については、地方税法等の一部を改正

する法律が公布されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正する

ものであります。 

 

議案第２０号 矢板市市税条例及び矢板市手数料条例の一部改正については、手

数料の適切な受益者負担を実現するための見直しを行い、改定相当となったものに

ついて、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第２１号 矢板市児童館設置及び管理条例の一部改正については、矢板市子

ども未来館の設置にあわせ、矢板児童館を廃止することに伴い、所要の整備を行う

ため、条例の一部を改正するものであります。 
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議案第２２号 矢板市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の整備を行うため、条例

の一部を改正するものであります。 

 

議案第２３号 矢板市営住宅条例及び矢板市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に

ついては、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理運営に指定管理者制度を導入する

ことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第２４号 矢板市水道事業給水条例の一部改正については、給水人口の減少

等に伴う収益の減少や、水道施設の更新需要等に関する将来見通しにより、現状の

料金水準では、今後の水の安定供給に支障が出ることから、水道料金を改定し、水

道事業の健全経営を維持するため、条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第２５号 矢板市下水道条例の一部改正については、下水道使用者の減少に

伴う収益の減少や、下水道施設の更新・維持管理費用の増加が見込まれることから、

下水道使用料を改定し、経費回収率の改善と料金体系の見直しを行うため、条例の

一部を改正するものであります。 

 

議案第２６号 教育委員会委員の任命同意については、本市教育委員会委員であ

ります齋藤良則氏が、令和２年９月３０日をもって任期が満了となりますが、後任

の委員に同氏を再任することを最も適当と認め、その任命について、法の定めると

ころにより、議会の同意を求めるものであります。 
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参 考  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜すい） 

（任命） 

第４条 第１項省略 

２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教 

育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、 

議会の同意を得て、任命する。 

以下省略 

 

 

議案第２７号 監査委員の選任同意については、本市監査委員であります 

坪山和郎氏が、令和２年９月３０日をもって任期が満了となりますが、後任の委員

に同氏を再任することを最も適当と認め、その選任について、法の定めるところに

より、議会の同意を求めるものであります。 

 

 

参 考  地方自治法（抜すい） 

    （選任及び兼職禁止） 

第１９６条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格  

が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に  

関し優れた識見を有する者（議員である者を除く。以下この款において「識 

見を有する者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。ただし、 

条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。  

    第２項から第５項省略 

   ６ 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第２項の政 

令で定める市にあつては２人又は１人、その他の市及び町村にあつては１人 

とする。 

 

 

議案第２８号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意については、本市固定資

産評価審査委員会委員であります江面晃一氏が、令和２年９月３０日をもって任期

が満了になりますので、後任の委員に、矢板市 、渡邉好雄氏を選
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任することを最も適当と認め、その選任について、法の定めるところにより、議会

の同意を求めるものであります。 

 

 

              参 考  地方税法（抜すい） 

（固定資産評価審査委員会の設置、選任等） 

第４２３条 第１項及び第２項省略 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務 

 がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市 

町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。 

以下省略 

 

 

議案第２９号 令和元年度矢板市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

は、令和元年度矢板市水道事業会計の利益剰余金の処分を行うにあたり、地方公営

企業法第３２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

参 考  地方公営企業法（抜すい） 

    （剰余金の処分等） 

   第３２条 第１項省略 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の 

 定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 

    以下省略 

 

 

以上が、本定例会に提出いたしました議案の概要であります。 

何とぞ慎重ご審議のうえ、議決されますようお願いいたします。 
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